
○ 自治体ごとにおける情報システムのカスタマイズにより、
・維持管理や制度改正時の改修等において、自治体は個別対応を余儀なくされ負担が大きい
・情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない
・住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しい 等の課題が発生。

○ このような状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化対象事務(※）について、標準化基準に適合した情報システム
（標準準拠システム）の利用を義務付ける 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が成立。

これまでの取組・現状

○ 標準化・共通化の取組により、人的・財政的な負担の軽減を図り、自治体の職員が住民への直接的なサービス提供や地域
の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の
基盤を構築。

○ 原則、令和７年度（２０２５年度）までに、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行を目指す。

自治体情報システムの標準化・共通化

目標・成果イメージ

※ ２０業務（児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、
戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金）

標準仕様に基づくシステムを利用



自治体情報システムの標準化・共通化に関する主な経緯
自治体戦略２０４０構想研究会（総務省） 第二次報告公表

人口縮減時代のパラダイムへの転換が必要 → スマート自治体への転換（自治体行政の標準化・共通化）
H30.7

地方自治体における業務プロセス・システムの標準化 及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会（総務省） 報告書公表
・方策① 業務プロセスの標準化、方策② システムの標準化、方策③ AI・RPA等のICT活用普及促進 の取組について具体化

R元.５

第32次地方制度調査会「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」
地方公共団体の情報システムの標準化についての取組みの方向性（法令に根拠を持つ標準の作成等）を提示

R2.6.26

経済財政運営と改革の基本方針2020（「骨太の方針2020」） 閣議決定
国・地方を通じたデジタル基盤の統一・標準化の早急な推進の決定

・地方制度調査会の答申を踏まえた法制上の措置、財源面を含めた国の主導的な支援 等

R2.7.17

デジタル改革関係閣僚会議 菅総理指示
デジタル庁の設置・IT基本法の抜本改正に係る法案提出の指示

R2.9.23

デジタル改革関連法案ＷＧ作業部会取りまとめ
⇒「地方公共団体の情報システムの標準化のための法制上の措置については、関係府省を統括し、国・地方を通じたデジタル基盤に係る政府全体方針の策定を担うデジタル庁と
地方公共団体との連絡調整及び行政運営の合理化を担う総務省が共同で所管」

R2.11

デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針、デジタル・ガバメント実行計画2020 閣議決定
標準化対象となる17業務の決定、標準仕様書の作成時期、標準化への移行の目標時期（令和７年度）等を決定。
・地方公共団体の業務システムの標準化・共通化及び「（仮称）Gov-Cloud」活用についての工程表

R2.12.25

デジタル５法案、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 制定
地方公共団体に、標準化基準に適合した情報システムの利用を義務づけ

R3.5

デジタル社会の実現に向けた重点計画 閣議決定
戸籍、戸籍の附票、印鑑登録の３業務を標準化対象事務に加えることを検討すること等を決定

R3.6.18

デジタル社会の実現に向けた重点計画（新重点計画） 閣議決定
標準化対象事務を定める政令 閣議決定

R3.12.24

標準化対象事務を定める政令及びデジタル庁令・総務省令の公布・施行R4.1.4

デジタル社会の実現に向けた重点計画（新重点計画） 改定 閣議決定R4.6.7

地方公共団体情報システム標準化基本方針 閣議決定R4.10.7

デジタル社会の実現に向けた重点計画（新重点計画） 改定 閣議決定
経済財政運営と改革の基本方針2023（「骨太の方針2023」） 閣議決定

R5.6.9
R5.6.16

地方公共団体情報システム標準化基本方針 改定 閣議決定R5.9.8

デジタル社会の実現に向けた重点計画（新重点計画） 改定 閣議決定
経済財政運営と改革の基本方針2024（「骨太の方針2024」） 閣議決定

R6.6.21

地方公共団体情報システム標準化基本方針 改定 閣議決定R6.12.24

デジタル社会の実現に向けた重点計画（新重点計画） 改定 閣議決定
経済財政運営と改革の基本方針2025（「骨太の方針2025」） 閣議決定

R7.6.13


